
議案第３８号 

 

   木津川市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

 

 木津川市災害弔慰金の支給等に関する条例（平成１９年木津川市条例第１０６号）

の一部を別紙のとおり改正する。 

 

 令和元年６月７日提出 

 

木津川市長 河井 規子 

 

 

 

 

 

   提案理由 

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律（平成３０年法律第６６号）」の公布により「災害弔慰金の支給等に関

する法律（昭和４８年法律第８２号）」及び「災害弔慰金の支給等に関する法律施行

令（昭和４８年政令第３７４号）」の一部が改正され、平成３１年４月１日から施行

されたことに伴い、所要の改正を行うものです。 

 

 

 

 

 

 

 



木津川市条例第   号 

 

木津川市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

木津川市災害弔慰金の支給等に関する条例（平成１９年木津川市条例第１０６号）

の一部を次のように改正する。 

 

第１４条を次のように改める。 

（保証人及び利率） 

第１４条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができ

る。 

２ 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の

場合を除き年３パーセント以内で、規則で定める率とする。 

３ 第１項の保証人は、資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、

その保証債務は、政令第９条の違約金を包含するものとする。 

第１５条第１項中「又は半年賦償還」を「、半年賦償還又は月賦償還」に改め、同 

条第３項中「、保証人」を削り、「第１２条」を「第１１条」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例第１４条及び第１５条

の規定は、平成３１年４月１日以降に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主

に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を

受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例によ

る。 



参考資料（議案第３８号） 

 

木津川市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例（案） 

新旧対照表 

（新） 

第１条～第１３条 （略） 

（旧） 

第１条～第１３条 （略） 

（保証人及び利率） （利率） 

第１４条 災害援護資金の貸付けを受けよ

うとする者は、保証人を立てることがで

きる。 

２ 災害援護資金は、据置期間中は無利子

とし、据置期間経過後はその利率を延滞

の場合を除き年３パーセント以内で、規

則で定める率とする。 

３ 第１項の保証人は、資金の貸付けを受 

けた者と連帯して債務を負担するものと

し、その保証債務は、政令第９条の違 

約金を包含するものとする。 

第１４条 災害援護資金は、据置期間中は

無利子とし、据置期間経過後にその利率

を延滞の場合を除き年３パーセントとす

る。 

（償還等） （償還等） 

第１５条 災害援護資金は、年賦償還、半

年賦償還又は月賦償還とする。 

第１５条 災害援護資金は、年賦償還又は

半年賦償還とする。 

２ （略） ２ （略） 

３ 償還免除、一時償還、違約金及び償還

金の支払猶予については、法第１３条第

１項、政令第８条から第１１条までの規

定によるものとする。 

第１６条 （略） 

３ 償還免除、保証人、一時償還、違約金

及び償還金の支払猶予については、法第

１３条第１項、政令第８条から第１２条

までの規定によるものとする。 

第１６条 （略） 

 



  年 月 日 
政策等の形成過程の説明資料 

  年 月 日 

議 案 名 
議案第３８号 木津川市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部
改正について 

担 当 課 社会福祉課 福祉総務係 

 
提案事項の概要等 
（必要性、効果等） 

 
 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため

の関係法律の整備に関する法律（平成３０年法律第６６号）の公

布により災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和４８年法律第８

２号）及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令（昭和４８年

政令第３７４号）の一部が改正されたことにより、災害援護資金

の貸付利率（現行年３％）について、市町村が条例で設定できる

よう見直されたこと等の災害援護資金制度の見直しにより、資金

の貸付利率を年３％以内とし、規則で定める率とするとともに、

償還方法について、月賦償還を追加するものです。 

提案に至るまでの経緯 

・地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため
の関係法律の整備に関する法律の公布による災害弔慰金の支給等
に関する法律の一部改正  
（平成３０年６月２７日公布） 
・災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部改正 
（平成３１年１月３０日公布） 
ともに平成３１年４月１日施行 
課内で協議、検討を行い、条例案を策定 

市 民 参 加 の 状 況 

□有  ■無 

 

市総合計画の位置付け 

基 本 方 針 
５ 災害などから市民を守り、安心・安全に暮らせ
るまちづくり 

政 策 分 野 １１ 防災・減災 

施 策 
②地域防災 
エ．要支援者対策などの充実 

概 算 事 業 費 
( 単 位 : 千 円 ) 

□単年度（  年度） 
□複数年度（  年度） 

災害時に予備費対応 

将来にわたる効果及び
経費の状況 

災害援護資金に係る被災者の返済負担の軽減、被災者支援の充
実、強化を図ります。 

 


